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施工条件明示事項 
 
御代田町建設水道課 
工 事 名：令和 8年度 国補 交通安全対策補助事業 

谷地沢大塚線（4工区） 道路改良工事 
工事場所：北佐久郡御代田町児玉 大林                        

 
 工事の実施に当たっては、次の図書（最新版）に準用するものと
し、記載のない項目については、本事項及び監督員との協議により
決定するものとする。 
｢長野県土木工事共通仕様書｣｢長野県土木工事施工管理基準｣｢土木
工事現場必携」 
 なお、上記については、長野県ホームページ（建設部・技術管理
室）PDF 形式で掲載されている。 
 工事概要は設計書表紙・内訳書のとおり。なお、見積もりの際は、
必ず現場確認をし、現場熟知の上で見積もりをすること。 
 本工事は会計検査対象工事であり、工事完了後においても書類の
追加提出が必要に場合もあるが、当然に対応することとする。 
 

［特記仕様書（施工条件）］ 
 

１ 工程関係 
   工期は、雨天・休日等を見込み、令和 9年 1月 25 日までと 
する。また、休日は日曜日・祝日、夏季休暇及び年末年始 
休暇のほか、作業期間内の全土曜日を含んでいる。 
 本工事は、月単位の週休２日工事の対象工事である。 
「週休２日工事実施要領」に従い取り組むものとする。 
ただし、年末年始６日間（12 月 29 日から１月３日まで）は、
週休２日の取り組みを実施する期間から除くものとする。ま
た、工事契約後、週休２日対象期間において、受注者の責に
よらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発
注者間で協議して現場閉所による週休２日の対象外とする作
業と期間を決定するものとする。 

現場着手時に、週休２日を実施する工事である旨を現場内
に明示すること。また、明示が完了次第、監督員に報告し、

確認を受けること。 
 工期中は、着手日（起工測量実施日又は現場事務所設置日）
からしゅん工日（片付けが完了した日）までの週間工程表を
毎週金曜日に監督員に提出すること。週間工程表は、当週の
実施工程及び翌週の計画工程表を提出すること。 
 提出は直接提出又は E メールとする。
（kensetu@town.miyota.nagano.jp） 
 80％出来形図提出時には、提出までの週休２日工事の実施
状況総括表、しゅん工までの計画工程表を提出すること。 
 週休２日工事実施通知及び週間工程表の提出が無い場合、
週休２日工事実施の有無にかかわらず週休２日未達とし、経
費率を調整する。 
なお、上記については、長野県ホームページ（建設部・技術管理室）
PDF 形式で掲載されている。 
 
２ 工事工程関係 
 (１) 現場の制約・条件 
施工期間及び施工方法等について次の制約･条件があるた 
め、事前に工程調整をすること。 

制約事項 位置等 制約条件・内容 
   
（保安林解除申請・埋蔵文化財事前調査・工事自粛期間・JR 近接工
事等） 
(２) 地元・関係機関との協議 
 着工に当たって、下記の協議を関係機関及び地元住民とすること。 

関係機関等 協議事項 内容 時期 
自治会 地元区
長、地元住民  

工事説明 
交通規制
方法 

工事内容、施工方法、
交通規制、回覧文書
の作成。 

施工計画書作成
後、速やかに実
施すること。 

（地元耕作者・地区・水路管理者・公共機関・ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者・JR
等） 
  
※なお、協議結果は施工計画書、又は工事打合せ協議記録簿（様 
式任意）に記載し、提出すること。 
 地元区への工事案内については、打合せ協議記録簿と併せて監督 
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員に提出し、必要部数を区長へ提出すること。 
 回覧日は毎月 10 日、25 日のため必ず配布、回覧を完了してから 
現場着手すること。 
 
 (３) 近接・競合工事・点在工事 
  本工事に近接して下記の工事が実施されるので、受注者間相互 
 の連絡調整を密にして、その内容を監督員に報告して施工するこ 
 と。 
発注者 工事名 工事・工事内容等 影響箇所 備考 

御代田町 谷地沢大塚
線 5工区 

工程、規制、その
他 

施工箇所及
びその前後 

 

近接工事及び点在工事において、同一規制区間内での工事と
なり、競争入札の結果、同一業者が落札した場合、変更契約
時に諸経費調整するものとする。 
 (４) 部分供用 
 次の箇所（区間）については部分供用を予定しているので、こ 
 れに合わせ工程調整すること。 
部分供用場所 時期 条件 

No  ～ 令和 年 月 日から  
 

３ 施工計画 
（１）施工計画書は、設計図書、「長野県土木工事共通仕様 
書」、特記仕様書及び現場条件等を考慮し、速やかに作成提 
出すること。 
（２）施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、 
その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項につい 
て、変更施工計画書を監督員に提出すること。 
（３）起工測量を実施後、設計値との誤差及び予想出来形を
提出のこと。設計図書に示されている数値と測量結果に差異
が生じた場合は、測量結果を監督員に提示すること。差異が
ない場合は、その旨を施工計画書に記載すれば別途の提出は
不要とする。 
（４）工事着手前には地元自治会への工事及び交通規制等の 
通知文の配布、予告看板、迂回路看板等の設置による通行者 
への広報を徹底した後、施工すること。 

（５）着工前には近接する他工事関係者、地下埋設物管理者、 
公共交通機関等、十分協議の上、施工すること。 
（６）工事着手前、又は契約完了後に、道路内の埋設物に関 
する照会をすること。また、当該照会結果や対応状況を 
しゅん工書類等に添付すること。 
（７）｢長野県土木工事施工管理基準｣に記載の品質管理上、 
必須とされる試験について実施し、報告すること。 
（８）80％出来形予想図はしゅん工予定の１か月前に提出す 
ること。また、提出時には、工事廃材のマニフェスト及び交 
通誘導員の集計表も添付すること。 
 

４ 用地関係 

(１)借地等の復旧については、原形復旧を原則とし、所有者、 

管理者等と、立ち会いの上、借地期間内に返還まで完了す 

ること。 

(２)境界杭の仮撤去・復旧や構造物の移転については、引照 

点等を設けるなど適切な管理をし､必要に応じて所有者 

等の立ち会いを実施し、了解を得た上で実施すること。 

(３)境界杭の有無については、事前に調査し、必要に応じて 

記録に残すこと。また、既存境界杭については、工事完了後 

にすべて復旧すること。 

 

５ 周辺環境保全関係 

 (１)工事に伴う騒音･振動･粉塵等に十分な対策を講じるこ 

と。夜間施工時の騒音には、特に注意のこと。 

 (２)建設機械・設備は排出ガス対策型機械使用を原則とす 

る。 

 (３)現場発生残土等各種資材を搬出時には、運搬車両等から 

土砂を確実に除去してから一般道へ出ること。なお、一般 

道が当該工事による原因で破損及び汚れた場合は、請負者 

の責任において処理すること。 

 (４)住宅近接地域での騒音・振動等､水田や畑への排水の流 

出等の公害防止対策を事前に十分検討するとともに､問題が 
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生じた場合は、速やかに対処すること。 

 (５)過積載防止関係 

１)「土木工事現場必携」で定める過積載防止対策に添って 

必ず対策をすること。 

２)取引メーカー業者から購入する各種材料(生コン・As・ 

骨材等)や下請業者についても過積載防止対策の範囲と 

する。 

３）対策について､施工計画書（施工方法）に具体的に記載 

すること。 

４）実施した過積載防止対策については、点検記録･写真等 

を整理の上、しゅん工時に提出すること。 

５）工事現場において過積載車両等が確認された場合は､速 

やかに改善をするとともに発注者にその内容を報告する 

こと。 

 

６ 安全対策関係 

(１)工事に伴い交通管理（歩行者、車両など）には十分な 

配慮をし、第三者に被害を及ぼさないよう安全対策につい 

て十分対策を講じること。 

(２)本工事における交通誘導員の数量は、次のとおりであ 

る。近接工事等で交通量が著しく増減した場合や、道路管 

理者・警察署等からの要請、又は現場条件に著しい変更が生 

じた場合及び、当初設計で予定している施工方法に対して 

違う方法となった場合を除き、原則として設計変更の対象 

としない。 

種  類 配置総数 日  数 施工時間 備  考 

交通誘導員 B 200 人   40 日   

交通整理員の配置計画は、施工計画書-10 交通管理に示す

こと。 

 (３)現場解放時の安全管理には十分注意すること。状況写真 

をしゅん工書類に添付すること。 

 (４)重機操作中の労働災害や工事車両等の出入りに伴う公 

衆災害防止に努めること。 

 (５)地下埋設物周辺の掘削に際しては、人力にて先掘り確認 

後、施工すること。 

 (６)全作業員を対象に定期的に安全教育、研修及び訓練をす 

ること。 

 (７)工事現場における工事看板の標示方法等について、平成 

18 年３月 31 日付け国道利第 37 号国道国防第 205 号 

の通達に準ずること（土木工事現場必携共８-65 参照）。 

(８)本工事の施工箇所は通学路となっているため、工事期間

中は必要な迂回路を確保すること。また、迂回路が車道部分

に接し車両等が飛び込む恐れのある場合は、バリケード等を

設置して、通行者の安全を確保すること。 

 

７ 工事用道路関係 

公道及び私道を工事用道路として使用する場合は、交通管

理、安全管理を十分にし、事故・苦情がないようにすること。

また、道路及び付属施設を破損した場合は、請負者の責任に

おいて速やかに原形復旧すること。 

 

８ 仮設備関係 

 (１)任意仮設 

 任意仮設の場合は現地の状況を十分把握し、安全性、経済

性、細部構造等について請負業者において検討した上、請負

業者の責任において決定し、施工するものとする。なお、明

示した条件と現場が一致しない場合や明示されていない条件

について予期することができない特別な状態が生じた場合に

おいて必要と認められるときは、変更の対象とする。 

仮設物・仮設備名 設計条件 制約条件 留意事項 
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(２)指定仮設 

仮設物・仮設備名 内容・条件 特記事項 

   

 

９ 使用材料関係 

 (１)材料の承認 

  工事で使用する主な材料は、「材料承認願」により、監 

 督員の承認を得ること。なお、一括承認済の資材については、 

 確認不要である。 

  再生クラッシャランについては、「再生砕石等の利用基 

準」によるものとし、「再生砕石等 材料承認申請 提出表」  

を使用前に提出し、確認を受けること。 

 

10 残土・産業廃棄物関係 

 (１)残土については、任意処分とする。残土処分先の写真 

をしゅん工時に提出すること。 

 (２)建設副産物処理費は、施設毎の処理費と運搬費の合計 

が最も経済的な処理施設を選定している。 

 (３)産業廃棄物は、関係法令に基づき適正に処理し、関係 

書類を提出のこと。 

 (４)マニフェストは各種類２台分の写しを提出のこと（最 

初と最後の車輌分とし、Ａ＋Ｂ２表・Ｄ＋Ｅ表でＡ４版に 

縮小コピーする）。 

 (５)建設リサイクル法対象工事の場合は、建設リサイクル 

法に基づき、関係書類を提出すること。 

 

 (６)建設発生土に関する事項 

引渡場所・仮置場所 処分方法 運搬距離等 

任意 任意 2.0km 以内 

＊処分地については、原則変更対象としない。 

 

(７)特定建設資材に関する事項 

種  別 処理場名 備考 
ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊 ㈲山浦建材（小諸市） - 

ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 ㈱山浦土木（佐久市） - 
鉄筋 - - 
二次 
製品 

㈱山浦土木（佐久市） 
- 

スクラップ ㈱ｽﾘｰｱｰﾙ（小諸市） - 

＊処理場名は、積算上の条件であり、処理場を指定するもの

ではない。 

＊処理場については、原則変更対象としない。 

 

(８)産業廃棄物に関する事項 

種別 処理場名 備考 

木くず（伐根・伐採材） - - 

＊処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するもので

はない。 

＊処理場については、原則変更対象としない。 

 

(９)再生資源利用等実施書の提出 

 施工計画書提出時に、｢再生資源利用計画書｣･｢再生資源 

利用促進計画書｣を作成し提出すること。しゅん工時に、｢再 

生資源利用実施書｣･｢再生資源利用促進実施書｣を作成し提 

出すること。提出様式は次のいずれかにより作成し、実施書 

のデータは電子納品すること。対象は数量の多少にかかわら 

ず、建設副産物が発生する工事の全てとすること。 

 ①COBRIS（建設副産物情報交換システム、通称ｺﾌﾞﾘｽ）を利 

用した様式 

 ②CREDAS を利用した様式（従来の様式） 

 ③建設リサイクル報告様式（EXCEL） ※国土交通省 HP よ 

りダウンロード 

（10）処分量の確認 

 建設副産物の処分量を確認するため、監督員から請求書、 
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伝票等の提示を求められた場合は応じなければならない。 

 

11 品質・技術関係 

 (１)建設資材の品質記録 

  発注者が指定した土木構造物の建設材料について建設資 

材の品質記録を作成し、工事完了時に提出すること。 

 (２)コリンズへの登録 

  請負者は、受注時、又は変更時において工事請負代金額 

が 500 万円以上の工事について、工事実績情報サービス

（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績 

情報として、「工事カルテ」を作成し、監督員の確認を受け 

た上、受注時は契約後 10 日以内（土日・祭日・年末年始を 

除く）に、登録内容の変更時は変更があった日から 10 日以  

内に、完成時は工事完成後 10 日以内に、訂正時は適宜登録 

期間に登録申請しなければならない。 

 また、（財）日本建設情報総合センター発行の「工事カル 

テ受領書」が請負者に届いた際は、その写しを直ちに監督員 

に提出しなければならない。 

 なお、変更時と完成時の間が 10 日間に満たない場合は、 

変更時の提出を省略できるものとする。 

（３）コンクリートの品質管理 

 50 ㎥以上のコンクリート工事においては、コンクリート 

担当技術者を配置し、施工計画書に明示すること。なお、同 

技術者は、主任技術者及び監理技術者との兼務が可能であ 

り、また、現場代理人が主任技術者の資格を有する場合は、 

兼務が可能である。 

 発熱などによるひび割れ防止のため、「長野県土木工事共 

通仕様書」の規定に従い、散水養生など適切な養生をするこ 

と。 

 

12 工事支障物件等 

 (１)監督員に確認の上別途指示を受けること。 

 (２)支障物件については工事着手前に支障物件管理者と保

護方法等、協議をすること。また、協議内容を監督員 

に報告すること。 

 

13 排水工（濁水処理を含む）関係 

 降雨時に濁水が路面等に流れ出さないように適切な措置を

講ずること。 

14 薬液注入関係 

 なし 

15 その他 

 (１)火災保険等について 

 請負者は、工事目的物及び工事材料等を設計図書の定める

ところにより、火災保険、建設工事保険その他保険に付さな

ければならない。また、保険契約を締結したときは、その証

券、又はこれに代わるものの写しを現場着手前に監督員に提

出する（建設工事請負契約書第 51 条）。 

(２)変更請負額について 

 設計変更に伴い算出する請負額は、次式の請負比率により

算出する。 

(変更請負額)＝(変更設計額)×(請負額)／(設計額) （千円以

下切り捨て） 

（３）特記事項 

 1)用地境界杭等は、長野県建設部 H31 3 月 22 日 30 建政技

第 345 号「建設工事における用地境界杭等の取扱い」に基づ

き取り扱うこと。 

 2)監督業務の一部を別途、公益財団法人長野県建設技術セ

ンターが実施するので、該当現場技術員が監督員に代わって

施工上必要な指示承諾及び協議並びに審査・立会い・検測・

観察等を行う際は、その事務に関する限りにおいて監督員と

同様に取り扱わねばならない。請負者が監督員に対して行う

報告又は通知は、現場技術員を通じて行うことができるもの

とする。 
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（４）施工について 

 高さ管理として、新設舗装の高さを既設構造物へ摺り付け

ること。 

 着手前に起工測量を実施し、計画縦横断勾配と既設構造物

との高低差を現場で確認すること。起工測量の結果と計画縦

横断勾配に著しい差が生じた場合は別途協議を行うこと。 

 

［ダンプトラック等による過積載等の防止について］ 

１ ダンプトラック等による過積載等の防止について、次の事

項徹底すること。 

（１）積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、ま 

た、積み込ませないこと。 

（２）過積載をしている資材納入業者から、資材を購入し 

ないこと。 

（３）資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及 

び骨材等の購入等に当たっては、下請事業者及び骨材等納入 

業者の利益を不当に害することのないようにすること。 

（４）さし枠装着車、物品積載装置の不正改造したダンプカ 

ー及び不表示車等に土砂等を積み込まず、また、積み込ませ 

ないこと。更に工事現場に出入りすることのないようにする 

こと。 

（５）過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の 

引き渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにす 

ること。 

（６）取引関係のあるダンプカ－事業者が過積載をし、又は 

さし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合 

は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 

（７）「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止 

等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第１２条に規定 

する団体等（ながのダンプ協議会、長野県ダンプ協会）の設 

立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 

（８）下請契約の相手方、又は資材納入業者を選定するに当 

たっては、交通安全に関する配慮に欠ける者、又は業務に関 

しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させ 

たものを排除すること。 

（９）以上の項目につき、下請契約における受注者を指導す 

ること。 

２ 過積載による違法運行について背後責任があるとして建 

設業者が逮捕、又は起訴されたことを知った場合は、当該建 

設業者の指名停止措置を講ずる。 

３ 工事現場において、過積載車両、さし枠装着車、不表示 

車を発見され改善措置を命じられたら、改善結果の報告をす 

ること。 

 

［安全管理の実施について］ 

１ 安全、訓練等の実施 

 本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、

工事着手後、原則として作業者全員の参加により、工事期間

中月あたり半日以上の時間を割り当てて、下記の項目から実

施内容を選択し、安全・訓練等を実施するものとする。 

(１) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

(２) 本工事内容等の周知徹底 

(３) 土木工事安全施工技術指針等の周知徹底 

(４) 本工事における災害対策訓練 

(５) 本工事現場で予想される事故対策 

(６) その他安全・訓練等として必要な事項 

２ 安全・訓練等に関する施工計画の作成 

 施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事内容に応じた

安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出する

ものとする。 

３ 安全・訓練等の実施状況報告 

安全・訓練等の実施状況をビデオ等、又は工事報告（工事 

月報）に記録し報告するものとする。 
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［建設業退職金共済制度について］ 

１ 建設業者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係 

る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼 

付すること。 

２ 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、 

建退共制度の趣旨を説明し下請業者が雇用する建退共制度の 

対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入して現物により交 

付する、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入す 

ることにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証 

紙の購入及び貼付を促進すべきこと。 

３ 請負代金の額が 800 万円以上の建設工事の請負契約を締 

結したときは、建設業者は、建退共制度の発注者用掛金収納 

書（以下「収納書」という。）を工事締結後１ヶ月以内に監 

督員に提出すること。なお、工事契約締結当初は工場制作 

の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと 

等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出でき 

ない事情がある場合においては、あらかじめその理由及び共済

証紙の購入予定時期を書面により申し出ること。 

４ 建設業者は、３の申し出をした場合は、請負代金額の増 

額変更があった場合等において共済証紙を追加購入した際に 

は、当該共済証紙に係る収納書を工事完成時までに提出する 

こと。なお、３の申し出をした場合、又は請負代金額の増額 

変更があった場合において、共済証紙を追加購入しなかった 

ときは、その理由を書面により申し出ること。 

５ 共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認める

ときは、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求める

ことがあること。 

６ 建退共制度に加入せず、又は共済証紙の購入若しくは貼 

付が不十分な建設業者については、指名等において考慮する 

ことがあること。 

７ 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理 

能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入 

手続、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託す 

る方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の 

事務の受託に努めること。 

 

［建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等に

ついて］ 

 工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業に

おける生産システムの合理化指針」において明確にされてい

る総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすと

ともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労

働者の雇用条件等の改善等に努めること。 

［建設工事の適正な施工の確保について］ 

１ 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）及び公共工事の入札 

契約の促進に関する法律（平成 12 年法律第 127 号）に違反す 

る一括下請負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこ 

と。 

２ 建設業法第 26 条の規定により、請負者が工事現場ごと 

に設置しなければならない専任の主任技術者、又は専任の監 

理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者（工 

事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、請負者と 

直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。）を配置す 

ること。 

３ 請負者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の 

監理技術者のうち、当該建設工事に係る建設業が指定建設業 

である場合の監理技術者は、建設業法第１５条第２号イに該 

当する者、又は同号ハの規定により建設大臣が同号イに掲げ 

る者と同等以上の能力を有するものと認定した者で、監理技 

術者証の交付を受けている者を配置すること。この場合にお 

いて、監理技術者の写しを契約時に提出する。また発注者か 

ら請求があったときは、資格者証を提示すること。 

４ １、２及び３のほか、建設業法等に抵触する行為をしな
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いこと。 

５ 請負金額 5,000 万円以上の工事、及び「土木工事共通仕 

様書（段階検査一覧表）」にて明示されている重要構造物の 

工事、また、契約検査課長が必要と認めた工事については、 

工事の施工過程において適正な契約の履行を確保するため、 

契約検査課工事検査係にて中間検査（施工体制、安全管理、 

不可視部分の確認等）を実施する。 

※重要構造物とは、次のとおり。 

・函渠工（樋門・樋管含む） 

・躯体工（橋台） 

・RC 躯体工（橋脚） 

・橋脚フーチング工 

・RC 擁壁 

・砂防ダム 

・堰本体工 

・排水機場本体工 

・水門工 

・共同溝本体工 

６ 請負者は、下請契約がある場合は施工体制台帳・施工体 

系図を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督 

員に提出しなければならない。 

 なお、施工体制台帳には、建設業法施行規則第 14 条の２第 

２項に基づき下請負に係る請負契約書等の写しを添付しな 

ければならない。 

 

［労働福祉の改善等について］ 

 建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正

な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働

福祉の改善に努めること。 

 

［排ガス対策型建設機械について］ 

１ 本工事は、御代田町環境配慮指針適用工事とする。 

２ 本工事において次に示す建設機械を使用する場合は、「排 

出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年 10 月８日付建設 

省経機発第 249 号）」に基づき指定された排出ガス対策型建 

設機械を使用するものとする。 

 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成７年 

度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置 

の開発」、又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発 

建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発 

目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排 

出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械 

と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督員と 

協議するものとする。 

 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を使用 

する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械

の写真撮影をし、監督員に提出するものとする。 

 

排出ガス対策型建設機械を原則とする機種 

機種 備考 

一般工事用建設機械 

・バックホウ 

・トラクタショベル（車輪式） 

・ブルドーザ 

・発動発電機（可搬式） 

・空気圧縮機（可搬式） 

・油圧ユニット 

（以下に示す基礎工事用機械

のうち、ベースマシンとは別に

独立したディーゼルエンジン

駆動の油圧ユニットを搭載し

ているもの；油圧ハンマ、バイ

ブロハンマ、油圧式鋼管圧入・

引抜機、 

ディーゼルエンジン（エンジ

ン出力 7.5kw 以上 260kw 以

下）を搭載した 

建設機械に限る。（閲覧設計

書等で２次基準値と表示して

ある機種については、２次基

準値を標準とす る工種であ

る） 



9 
 

油圧式杭圧入・引抜機、リバー

スサーキュレイションドリル、

アースドリル、地下連続壁施工

機、全回転型オールケーシング

掘削機）・ロードローラ、タイ

ヤローラ、振動ローラ・除雪グ

レーダー3.1 3.7 4.0 4.3・ホ

イールクレーン 

 

 

［暴力団員等からの不当要求に対する報告］ 

請負者は、当該契約の履行に当たって、暴力団員、又は暴

力団関係者（御代田町暴力団排除条例（平成 24 年御代田町条

例第 17 号）第２条第２項に規定する暴力団関係者をいう。）

から不当要求を受けたときは、遅滞なく警察に通報するとと

もに、市へ報告することその他必要な措置を講ずるようにし

なければならない。 

 

 

 


